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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号 

 
小
鹿
野
町
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

小

鹿

野

町 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

六

十

五

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

下
小
鹿
野
四
地

区
（
下
小
鹿
野
の

一
部
） 

調
査
を
行
っ
た 

地

区 

  

令
和
七
年
十
月

二
十
九
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号 

 
越
谷
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

越

谷

市 

調
査
を
行
っ
た 

者

の

名

称 

令

和

六

年

度 

調
査
を
行
っ
た 

時

期 
街
区
境
界
調
査 

図
七
枚 

街
区
境
界
調
査 

簿
十
一
冊 

成

果

の 

名

称 

越
谷
第
六―

七
計
画

区
（
北
越
谷
二
丁
目

の
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

令
和
七
年
十
月

二
十
九
日 

認

証 

年

月

日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号 

 
越
谷
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

越

谷

市 

調
査
を
行
っ
た 

者

の

名

称 

令

和

六

年

度 

調
査
を
行
っ
た 

時

期 
街
区
境
界
調
査 

図
九
枚 

街
区
境
界
調
査 

簿
十
三
冊 

成

果

の 

名

称 

越
谷
第
七―

一
計
画

区
（
大
字
上
間
久
里
、

大
字
袋
山
、
大
字
恩

間
の
各
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

令
和
七
年
十
月 

二
十
九
日 

認

証 

年

月

日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号 

 
日
高
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

日

高

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

十

二

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

日
高
第
四
十
六
地

区
（
大
字
山
根
の
一

部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
七
年
十
月

二
十
九
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
五
号 

 
と
き
が
わ
町
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

と
き
が
わ
町 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

三

十

七

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

西
平
三
地
区
（
大
字

西
平
の
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
七
年
十
月

二
十
九
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
六
号 

 
飯
能
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

飯

能

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

三

十

一

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

中
山
第
二
地
区
（
大

字
中
山
、
大
字
原
町

の
各
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
七
年
十
月

二
十
九
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号 

 
本
庄
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

本

庄

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

四

枚 

地

籍

簿

二

冊 

成

果

の 
名

称 

 

銀
座
二
丁
目
外
第

二
地
区
（
銀
座
二
丁

目
、
銀
座
三
丁
目
の

各
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
七
年
十
月

二
十
九
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

                           

埼

玉

県

知

事

第

八

号 

指

定

番

号 

株

式

会

社

建
築
構
造
セ

ン

タ

ー 

名

称 

東
京
都
新
宿
区

新
宿
一
丁
目
八

番

一
号 

変
更
後
の
住
所 

東
京
都
新
宿
区

新
宿
一
丁
目
八

番

一

号 

変
更
後
の
構
造

計
算
適
合
性
判

定
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所

在
地 

平
成
二
十
六
年

五
月
二
十
六
日 

住
所
及
び
事
務

所
の
所
在
地
の

変
更
日 

 

埼
玉

県
知

事
第

十
六

号 
 

委
任

番
号 

日
本
建
築

検
査
協
会

株
式
会
社 

指
定
構
造

計
算
適
合

性
判
定
機

関
の
名
称 

構
造
計
算

適
合
性
判

定
の
業
務

を
行
う
事

務
所
の
所

在
地 

変
更
事
項 

構
造
判
定
部 

東
京
都
中
央
区

日
本
橋
二
丁
目

十
二
番
六
号 

変

更

前 

構
造
判
定
部 

東
京
都
中
央
区

日
本
橋
二
丁
目

十
二
番
九
号 

変

更

後 

令
和
七
年
十

一
月
一
日 

変
更
年
月
日 

 



埼玉県公安委員会告示第235号  

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の32の２第１項の規定により認定した者から、

運転免許取得者等教育の認定に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号）第７条第１

項の規定に基づく変更の届出があったので、同条第２項の規定により公示する。 

  令和７年11月４日 

 埼玉県公安委員会委員長 佐 藤 久 仁 恵   

施設の名称 変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

三共自動車教習所 代表者の氏名 森田 岳文 森田 精一郎 

 



埼玉県公安委員会告示第236号 

技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」とい

う。）第１条及び第10条の規定により、次のとおり技能検定員審査等を実施する。 

  令和７年11月４日 

                   埼玉県公安委員会委員長 佐 藤 久 仁 恵   

１ 審査の種類 

 (1) 技能検定員審査 

    ア 大型自動車免許に係る技能検定員審査 

  イ 中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  エ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る技能検定員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る技能検定員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  サ 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

 (2) 教習指導員審査 

   ア 大型自動車免許に係る教習指導員審査 

  イ 中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  エ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る教習指導員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る教習指導員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 



  サ 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

２ 審査期日等 

 (1) 期日 

  ア  論文審査  

    令和７年12月６日（土） 

   イ 技能審査  

     令和７年12月13日（土）及び12月15日（月）から12月19日（金）までのうち指定する

日 

   ウ 面接審査  

      令和７年12月22日（月）から12月26日（金）までのうち指定する日 

 (2) 場所 

   埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察運転免許センター 

３ 申請手続 

 (1) 申請期間 

     令和７年11月４日（火）から11月21日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の各日

午前８時30分から午後５時15分までの間 

 (2) 申請要領 

   技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式  

第１号）を提出するとともに、受けようとする審査に用いられる自動車を運転することが  

できる免許に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示すること。 

 (3) 申請先 

     埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課 

４ 審査手数料 

  審査手数料については、原則としてキャッシュレス決済の方法により納付すること。 

５ 照会先 

  埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課教習所係（電話 048-543-2001 内線242） 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
五
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 

一 

日
時 

令
和
七
年
十
一
月
六
日 

午
後
一
時
三
十
分 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 
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